
 

 

 

 

 

 

むつ市過疎地域持続的発展計画（案） 

（令和８年度～令和１２年度）について 

 

 

 

 

【意見募集期間】 

令和８年１月１９日（月）～２月９日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

むつ市 政策推進部 企画課 

電話 0175-22-1111（内線 2312） 

パブリックコメント制度 



パブリックコメントにあたって 

 

このたびのパブリックコメントは、令和３年１０月に策定した「むつ市過疎地域

持続的発展計画（令和３～７年度）」の計画期間終了に伴い、新たに令和８年度から

令和１２年度までの計画（案）を作成したことから、これに対するご意見を伺うも

のです。 
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■計画（案）の概要 

 

１ 趣旨 

本計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により、過

疎地域とみなされる、旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村の３地域の振興発展の

指針とするため、「青森県過疎地域持続的発展方針」、「むつ市総合経営計画」及び

「むつ市公共施設等総合管理計画」との整合を図りながら、３地域における総合

的かつ計画的な施策を実施するために必要な行財政上の特別措置を講ずることに

より、３地域の持続的発展を支援し、もって、人材の確保及び育成、雇用機会の

拡充、住民福祉の向上並びに地域格差の是正に寄与することを目的としている。 

 

２ 計画期間 

令和８年度から令和１２年度まで（５年間） 

 

３ 計画の構成 

○はじめに 

第１ 基本的な事項 

 １．むつ市の概況 

 ２．人口及び産業の推移と動向 

 ３．行財政の状況 

 ４．地域の持続的発展の基本方針 

 ５．地域の現状と今後の展望 

 ６．地域の持続的発展のための基本目標 

 ７．計画の達成状況の評価に関する事項 

 ８．計画期間 

 ９．公共施設等総合管理計画との整合 
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第２ 持続的発展のために実施すべき施策に関する事項 

 １．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 ２．産業の振興 

 ３．地域における情報化 

 ４．交通施設の整備、交通手段の確保 

 ５．生活環境の整備 

 ６．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 ７．医療の確保 

 ８．教育の振興 

 ９．集落の整備 

 10．地域文化の振興等 

 11．再生可能エネルギーの利用の推進 

 12．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（再掲）（令和８年度～令和１２年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

 

 

■意見の提出方法 

 

１ 募集期間 

令和８年１月１９日（月）から令和８年２月９日（月）まで 

 

２ 宛て先 

むつ市政策推進部企画課企画グループ 

 

３ 提出方法 

次ページの「パブリックコメント用紙」により、次のいずれかの方法で提出し

てください。 

⑴ 電子メール mt-kikaku@city.mutsu.lg.jp 

⑵ ファックス 0175-23-4108 
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⑶ 郵送・持参 

〒035-8686 むつ市中央一丁目８番１号 

むつ市政策推進部企画課企画グループ 

 ⑷ 閲覧場所 

  ① むつ市ホームページ 

  ② むつ市本庁舎企画課 

  ③ 川内庁舎管理課 

  ④ 大畑庁舎管理課 

  ⑤ 脇野沢庁舎総合課管理グループ 

  ⑥ 中央公民館 

  ⑦ むつ市立図書館 

  ⑧ むつ来さまい館 

  ⑨ ミニストップむつ市役所店 

・電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。 

・お寄せいただいたご意見は、募集期間終了後、ご意見に対する考え方ととも

に、整理した上で速やかに公表します。 

・個々のご意見には直接回答しませんので、あらかじめご了承ください。 

・むつ市過疎地域持続的発展計画（案）（令和８年度～令和１２年度）以外につい

てのご意見は受け付けできませんのでご了承ください。 
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パブリックコメント用紙 

案 件 名 むつ市過疎地域持続的発展計画（案） 

（令和８年度～令和１２年度）について 

住 所 

（団体は団体名と代表者名） 

 

氏 名 

（団体は団体名と代表者名） 

 

電 話 番 号  

提 出 者 の 区 分 

（該当する番号に○をつけて下

さい） 

１ 市内に住所を有する方 

２ 市内に事務所又は事業所を有する方 

３ 市内の事務所又は事業所に勤務する方 

４ 市内の学校に在学する方 

５ パブリックコメントの案件に関係のある方 

 

該当ページ ご意見の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ご意見の内容は公表しますが、住所・氏名・電話番号は公表しません。また、そ

の他目的外の使用はしません。 

＊ご意見の欄が足りないときには、用紙（様式不問）を追加して下さい。 

【提出先・お問合せ先】 

〒035-8686 むつ市中央一丁目８番１号 

むつ市政策推進部企画課企画グループ 

電   話 0175-22-1111（内線 2312） 

ファックス 0175-23-4108 

電子メール mt-kikaku@city.mutsu.lg.jp 

５ 


